
 

 

 
輸出令別表第１の９(７)(省令第８条第九号) 

情報セキュリティ（暗号装置） 
 

 

 

 

 

 

 

質 問 事 項 回 答 備 考 

☆当該装置（又は機能）が、次のヘからカまでのいずれかの装置 

（又は機能）である場合には、□内にレ又は×印を記入したうえ 

で、以下の質問に回答のこと。 

  

      

ヘ．暗号機能を有するスマートカード又はそのリーダライタ： 
a． マイクロ回路を含んでおり、ある特定の用途のためにプロ

グラムされており、使用者によって、それ以外の用途のた
めにプログラムの変更ができないスマートカード 

（複数の暗号機能を有する場合は、その機能毎に評価しなけ
ればならない。あらゆる形状のものを含む。） 
又はそのリーダライタか？ 

（注釈）リーダライタの場合は、対象となるスマートカード
について、以下の判定を行うこと。 

 

 

 

 は い 
↓ 

 

 

 

 いいえ 
←ヘ f 項へ 

      

b． 次のいずれかの□内にレ又は×印がある装置に限定されて
使用するものであって、他の用途のためにプログラムの書
き換えを行うことができないスマートカードか？ 
 

 副次的暗号装置 
 

 は い 

↓ 

 

 は い 

 いいえ 
←ヘ．d項へ 

 

 いいえ 
 

      

・トからカの(最終判定欄)の内容を右の回答欄へ転記のこと。 

ト．放送用の受信装置 

チ．コピー防止装置 

リ．決済用の装置 

ヌ．携帯用電話機端末 

ル．コードレス電話装置 

ヲ．携帯用電話機端末又は同等の無線機端末 

（特定の民生産業用に設計変更したもの） 

ワ．携帯用電話機端末等の保守装置 

カ．無線パーソナルエリアネットワーク用の装置 

 

 は い 

 は い 

 は い 

 は い 

 は い 

 は い 

 

 は い 

 は い 

 

 いいえ 

 いいえ 

 いいえ 

 いいえ 

 いいえ 

 いいえ 

 

 いいえ 

 いいえ 

      

c．上記 b．のいずれかのうちで、□内にレ又は×印のあるすべ
ての装置の(最終判定欄)において、左欄の「□はい」にチェ
ックされているか？ 

 は い 
←ヘ． e 項へ 
 

 いいえ 
↓ 
 

      

d．個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識
別することができるもの（他の情報と容易に照合させること
ができ、それにより特定の個人を識別することができること
となるものを含む。）をいう。以下同じ。）に係る情報が記
録され、又は記録されるように設計したスマートカードか？ 

 はい 
↓ 

 いいえ 
←ヘ．f項へ 

      

一 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人
情報の保護のためにのみ使用するものか？ 

二 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は
当該スマートカードに記録された個人情報に係る情報
の認証のためにのみ使用するものか？ 

三 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカー
ドの有する暗号機能を変更することができないもの
か？ 

 は い 
↓ 

 は い 
↓ 

 

 は い 
↓ 

 いいえ 
←ヘ．f項へ 

 いいえ 
←ヘ．f項へ 
 

 いいえ 
←ヘ．f項へ 

      

 

     

商 品 名：       

メーカー名：       

型及び等級：        

該非用パラメータシート 

(情報ｾｷｭﾘﾃｨ・貨物・ﾊﾟｰﾄ 2) 

 様式９－０７(別紙２) 

CISTEC 2010.4 
(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応) 

（１／４）


